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付
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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
政
府
が
進
め
る
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
」
に
よ
る
外
国
人
労
働
者
の
雇
用
契
約
や
就
労

期
間
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
特
定
技
能
一
号
及
び
二
号
の
外
国
人
労
働
者
」
に
限
ら
ず
、
一
般
に
、
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第

百
二
十
八
号
）
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
、
「
使
用
者
は
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
・
・
・
に
つ
い
て
、
や
む
を

得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
契
約
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
労
働
者
を
解
雇
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

「
特
定
技
能
第
一
号
」
は
、
「
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
と
の
雇
用
に
関
す
る
契
約
・
・
・
に
基
づ
い

て
行
う
特
定
産
業
分
野
・
・
・
で
あ
つ
て
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
属
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
相
当
程
度
の
知
識
又

は
経
験
を
必
要
と
す
る
技
能
を
要
す
る
業
務
に
従
事
す
る
活
動
」
を
行
う
外
国
人
に
付
与
さ
れ
る
在
留
資
格
で
あ
り
、
ま
た
、

「
特
定
技
能
第
二
号
」
は
、
「
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
と
の
雇
用
に
関
す
る
契
約
に
基
づ
い
て
行
う
特

定
産
業
分
野
で
あ
つ
て
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
属
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
熟
練
し
た
技
能
を
要
す
る
業
務
に
従
事

す
る
活
動
」
を
行
う
外
国
人
に
付
与
さ
れ
る
在
留
資
格
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
外
国
人

一



は
本
邦
の
公
私
の
機
関
と
の
雇
用
に
関
す
る
契
約
を
解
除
さ
れ
た
場
合
で
も
、
他
の
就
労
先
を
確
保
す
る
な
ど
し
た
上
で
、

在
留
資
格
の
変
更
の
許
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
在
留
資
格
に
応
じ
た
活
動
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
外
国
人
が
、
当
該
活
動
を
継
続
し
て
三
月
以
上
行
わ
ず
在
留
し
て
い
る
場
合
に
は
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
法
務
大
臣
は
、
在
留
資
格
の
取
消
し
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
、
在
留
資
格
の
取
消
し
に
よ
り
在
留
資
格
を
失
っ
た
場
合
に
は
、
本
邦
か
ら
出
国
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。

ま
た
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

四
条
に
定
め
る
退
去
強
制
事
由
に
該
当
す
る
外
国
人
に
対
し
て
は
、
入
管
法
に
定
め
る
退
去
強
制
手
続
を
執
る
こ
と
と
し
て

い
る
。

二
に
つ
い
て

「
特
定
技
能
」
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
外
国
人
（
以
下
「
特
定
技
能
外
国
人
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
出

入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
法
務
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
入
管
法
（
以
下
「
改
正
後

入
管
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
、
「
本
邦
の
公
私
の
機
関
と
締
結
す
る
雇
用
に
関
す
る
契
約
」
は
、

二



同
「
契
約
に
基
づ
い
て
当
該
外
国
人
が
行
う
当
該
活
動
の
内
容
及
び
こ
れ
に
対
す
る
報
酬
」
が
「
適
切
に
定
め
ら
れ
て
い
る

も
の
と
し
て
法
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
同
条
第
二
項
に

お
い
て
、
当
該
「
法
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
は
、
外
国
人
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
報
酬
の
決
定
」
に
つ
い
て
、

「
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
含
む
も
の
と
す
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
「
特
定
技
能
一
号
及

び
二
号
の
外
国
人
労
働
者
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
人
労
働
者
が
働
く
職
場
に
日
本
人
が
い
な
」
い
場
合
に
は
、
近
隣
の
事
業

所
に
お
け
る
賃
金
と
比
較
対
照
す
る
な
ど
し
て
、
「
外
国
人
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
報
酬
の
決
定
」
に
つ
い
て
、

「
差
別
的
取
扱
い
」
を
し
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
「
結
局
、
最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
る
」
と

の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

改
正
後
入
管
法
第
二
条
の
五
第
一
項
柱
書
き
の
「
本
邦
の
公
私
の
機
関
と
締
結
す
る
雇
用
に
関
す
る
契
約
」
に
つ
い
て
、

法
務
省
令
で
、
そ
の
契
約
期
間
の
最
短
期
間
を
定
め
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

ま
た
、
「
特
定
技
能
」
の
在
留
資
格
に
係
る
改
正
後
入
管
法
第
二
条
の
二
第
三
項
の
「
在
留
期
間
」
に
つ
い
て
は
、
特
定

技
能
外
国
人
が
本
邦
の
公
私
の
機
関
と
締
結
し
た
雇
用
に
関
す
る
契
約
が
期
間
の
定
め
の
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
当
該
雇

三



用
に
関
す
る
契
約
の
期
間
を
踏
ま
え
た
合
理
的
な
期
間
に
つ
い
て
付
与
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
お
り
、
当
該
雇
用
に
関
す
る

期
間
と
同
一
の
期
間
に
つ
い
て
必
ず
付
与
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
特
定
技
能
一
号
の
外
国
人
労
働
者
」
に
限
ら
ず
、
一
般
に
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九

号
）
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者
は
六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）

以
内
に
出
産
す
る
予
定
の
女
性
及
び
産
後
八
週
間
を
経
過
し
な
い
女
性
を
原
則
と
し
て
就
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

律
第
七
十
六
号
。
以
下
「
育
児
・
介
護
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
者
は
原
則
と
し
て
子
が
一
歳

に
達
す
る
ま
で
の
間
、
育
児
休
業
を
取
得
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

「
特
定
技
能
第
一
号
」
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
外
国
人
が
育
児
休
業
を
取
得
す
る
な
ど
し
て
我
が
国
に
引
き
続

き
在
留
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
育
児
休
業
等
の
期
間
は
改
正
後
入
管
法
第
二
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
「
在
留

期
間
」
に
算
入
さ
れ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
特
定
技
能
一
号
の
外
国
人
労
働
者
」
に
限
ら
ず
、
一
般
に
、
入
管
法
に
お
い
て
は
、
本
邦
に
在
留
す

四



る
外
国
人
は
、
在
留
期
間
が
満
了
し
、
又
は
在
留
資
格
の
取
消
し
に
よ
り
在
留
資
格
を
失
っ
た
場
合
に
は
、
本
邦
か
ら
出
国

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
特
定
技
能
一
号
の
外
国
人
労
働
者
」
が
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
等
に
基
づ
く
出
産

手
当
金
若
し
く
は
出
産
育
児
一
時
金
又
は
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
に
基
づ
く
育
児
休
業
給
付
金

の
支
給
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
そ
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

七
及
び
八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
特
定
技
能
一
号
の
外
国
人
労
働
者
」
に
限
ら
ず
、
一
般
に
、
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及

び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
三
号
。
以
下
「
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
」
と
い
う
。
）
第

九
条
第
三
項
及
び
育
児
・
介
護
休
業
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
主
は
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
が
妊
娠
し
た
こ
と
や
育

児
休
業
を
し
た
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
、
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
妊
娠
中
の
女
性
労
働
者
及
び
出
産
後
一
年
を
経
過
し
な
い
女
性
労

働
者
に
対
し
て
な
さ
れ
た
解
雇
は
、
事
業
主
が
当
該
解
雇
を
妊
娠
し
た
こ
と
等
を
理
由
と
す
る
解
雇
で
な
い
こ
と
を
証
明
し

五



た
場
合
を
除
き
、
無
効
と
さ
れ
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

「
特
定
技
能
第
一
号
」
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
外
国
人
の
配
偶
者
又
は
子
の
場
合
に
限
ら
ず
、
本
邦
に
在
留
す

る
外
国
人
の
配
偶
者
又
は
子
に
つ
い
て
、
「
家
族
滞
在
」
の
在
留
資
格
を
取
得
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
個
別
の
事
情

を
考
慮
し
、
「
特
定
活
動
」
の
在
留
資
格
を
認
め
る
場
合
が
あ
る
。

十
に
つ
い
て

日
本
人
と
婚
姻
し
た
特
定
技
能
外
国
人
か
ら
、「
日
本
人
の
配
偶
者
等
」
の
在
留
資
格
へ
の
変
更
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
、

法
務
大
臣
は
、在
留
資
格
の
変
更
を
適
当
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
限
り
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
一
及
び
十
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
雇
用
契
約
の
締
結
を
・
・
・
仲
介
す
る
こ
と
」
は
改
正
後
入
管
法
第
十
九
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る

登
録
支
援
機
関
の
支
援
業
務
で
は
な
い
。
一
般
に
、
職
業
紹
介
事
業
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
職
業
安
定
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
三
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
と
さ
れ

て
お
り
、
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
手
数
料
等
の
費
用
や
代
金
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
尋

六



ね
の
「
登
録
支
援
機
関
」
及
び
「
第
三
者
」
に
限
ら
ず
、
一
般
に
、
同
法
第
三
十
条
第
一
項
の
有
料
職
業
紹
介
事
業
の
許
可

を
受
け
た
者
は
、
同
法
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ

て
い
る
。

十
三
に
つ
い
て

労
働
基
準
法
そ
の
他
の
労
働
関
係
法
令
に
お
い
て
は
、
使
用
者
と
労
働
者
が
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
を
締
結
す
る

こ
と
を
禁
止
す
る
規
定
は
な
く
、
改
正
後
入
管
法
に
お
い
て
も
、
特
定
技
能
外
国
人
と
本
邦
の
公
私
の
機
関
が
締
結
す
る
雇

用
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
、
期
間
の
定
め
を
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
と
は
し
て
い
な
い
。

「
有
期
雇
用
契
約
の
締
結
に
あ
た
り
、
受
入
れ
機
関
が
、
雇
用
契
約
の
更
新
を
前
提
と
し
て
、
あ
る
い
は
外
国
人
労
働
者

に
更
新
を
期
待
さ
せ
る
よ
う
な
言
動
等
を
し
た
上
で
、
外
国
人
労
働
者
に
申
込
を
行
う
こ
と
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら

か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
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